
学納金減免（施設設備費等減免） 

 

世帯年収約 590万円未満の世帯に対し、施設設備費等の支援を行っております。 

 

 

対象となる方の判定基準 
 

次の計算式（両親２人分の合計額）により判定  
【計算式】市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の調整控除の額 

     ※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に 3/4 を乗じて計算する 

      ※100 円未満切り捨て 

      ※新１年生で生徒本人が早生まれであり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも１年遅く 

       なる場合は、保護者等の課税標準額から 33 万円を控除した金額を用いて算出する 
 

上記による算出額 が 154,500円未満 であれば対象 

 

（例）保護者等が２名の場合 

○父  課税標準額 1,250,000円       ○母  課税標準額 1,185,500円 

  市町村民税調整控除額 1,500円     市町村民税調整控除額 1,500円 

   

  
1,250,000×6％－1,500=73,500円   1,185,500×6％－1,500=69,630円 

                   100円未満切り捨て 69,600円 

 

  両親２人の合計額 73,500円＋69,600円＝143,100円  

  154,500円未満となり対象 

   

ご自身の課税標準額などはマイナポータルや納税決定通知書等で確認できます。 



参考 

○マイナポータルで確認する場合 

「わたしの情報」からご自身の情報を確認できます。（マイナンバーカードが必要です） 

 

 

○住民税決定通知書で確認する場合 

 

 

 

課税標準額 

市町村民税の調整控除額  

※摘要欄に控除額（寄附金税額控除額等）が記載されている場合は

その額（市町村分）を差し引いた額 

 


